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   八王子市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する

条例の一部を改正する条例 

 八王子市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例

（平成２６年八王子市条例第５６号）の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

目次 目次 

 第１章 （略）  第１章 （略） 

 第２章 訪問介護  第２章 訪問介護 

  第１節～第４節 （略）   第１節～第４節 （略） 

  第５節 共生型居宅サービスに関する基

準（第４１条の２・第４１条の

３） 

 

  第６節 基準該当居宅サービスに関する

基準（第４２条―第４６条） 

  第５節 基準該当訪問介護に関する基準

（第４２条―第４６条） 

 第３章 訪問入浴介護  第３章 訪問入浴介護 

  第１節～第４節 （略）   第１節～第４節 （略） 

  第５節 基準該当居宅サービスに関する

基準（第５９条―第６２条） 

  第５節 基準該当訪問入浴介護に関する

基準（第５９条―第６２条） 

 第４章～第６章 （略）  第４章～第６章 （略） 

 第７章 通所介護  第７章 通所介護 

  第１節～第４節 （略）   第１節～第４節 （略） 

  第５節 共生型居宅サービスに関する基

準（第１１３条・第１１４条） 

  第５節 削除 



  第６節 基準該当居宅サービスに関する

基準（第１３１条―第１３４

条） 

  第６節 基準該当通所介護に関する基準

（第１３１条―第１３４条） 

 第８章 （略）  第８章 （略） 

 第９章 短期入所生活介護  第９章 短期入所生活介護 

  第１節～第５節 （略）   第１節～第５節 （略） 

  第６節 共生型居宅サービスに関する基

準（第１８０条の２・第１８０

条の３） 

 

  第７節 基準該当居宅サービスに関する

基準（第１８１条―第１８７

条） 

  第６節 基準該当短期入所生活介護に関

する基準（第１８１条―第１８

７条） 

 第１０章・第１１章 （略）  第１０章・第１１章 （略） 

 第１２章 福祉用具貸与  第１２章 福祉用具貸与 

  第１節～第４節 （略）   第１節～第４節 （略） 

  第５節 基準該当居宅サービスに関する

基準（第２６３条・第２６４

条） 

  第５節 基準該当福祉用具貸与に関する

基準（第２６３条・第２６４

条） 

 第１３章・第１４章 （略）  第１３章・第１４章 （略） 

 附則  附則 

  

 （趣旨）  （趣旨） 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年

法律第１２３号。以下「法」という。）第

４２条第１項第２号、第７２条の２第１項

第１号及び第２号並びに第７４条第１項及

び第２項の規定に基づき、八王子市におけ

る指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定めるものとす

る。 

第１条 この条例は、介護保険法（平成９年

法律第１２３号。以下「法」という。）第

４２条第１項第２号並びに第７４条第１項

及び第２項の規定に基づき、八王子市にお

ける指定居宅サービス等の事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定めるものとす

る。 

  

 （定義）  （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

 ⑴～⑺ （略）  ⑴～⑺ （略） 

 ⑻ 共生型居宅サービス 法第７２条の２

第１項の申請に係る法第４１条第１項本

文の指定を受けた者による指定居宅サー

ビスをいう。 

 

２ （略） ２ （略） 

  

 （従業者の配置の基準）  （従業者の配置の基準） 

第５条 指定訪問介護の事業を行う者（以下

「指定訪問介護事業者」という。）が当該

事業を行う事業所（以下「指定訪問介護事

業所」という。）ごとに置くべき訪問介護

員等（指定訪問介護の提供に当たる介護福

祉士又は法第８条第２項に規定する政令で

定める者をいう。以下この節から第４節ま

第５条 指定訪問介護の事業を行う者（以下

「指定訪問介護事業者」という。）は、当

該事業を行う事業所（以下「指定訪問介護

事業所」という。）ごとに訪問介護員等

（指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士

又は法第８条第２項に規定する政令で定め

る者をいう。以下この節から第４節までに



でにおいて同じ。）の員数は、常勤換算方

法で、２．５以上とする。 

おいて同じ。）を市規則で定める基準によ

り置かなければならない。 

２ 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事

業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、

利用者（当該指定訪問介護事業者が法第１

１５条の４５第１項第１号イに規定する第

一号訪問事業（地域における医療及び介護

の総合的な確保を推進するための関係法律

の整備等に関する法律（平成２６年法律第

８３号）第５条による改正前の法（以下

「旧法」という。）第８条の２第２項に規

定する介護予防訪問介護に相当するものと

して市町村が定めるものに限る。）に係る

法第１１５条の４５の３第１項に規定す

る指定事業者（以下「指定事業者」とい

う。）の指定を併せて受け、かつ、指定訪

問介護の事業と当該第一号訪問事業とが同

一の事業所において一体的に運営されてい

る場合にあっては、当該事業所における指

定訪問介護又は当該第一号訪問事業の利用

者。以下この条において同じ。）の数が４

０又はその端数を増すごとに１人以上の者

をサービス提供責任者としなければならな

い。この場合において、当該サービス提供

責任者の員数については、利用者の数に応

じて常勤換算方法によることができる。 

 

３ 前項の利用者の数は、前３月の平均値と

する。ただし、新規に指定を受ける場合

は、推定数による。 

 

４ 第２項のサービス提供責任者は介護福祉

士その他厚生労働大臣が定める者であっ

て、専ら指定訪問介護に従事するものをも

って充てなければならない。ただし、利用

者に対する指定訪問介護の提供に支障がな

い場合は、同一敷地内にある指定定期巡回

・随時対応型訪問介護看護事業所（八王子

市指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営の基準に関する条例（平成２

５年八王子市条例第１７号。以下「指定地

域密着型サービス基準条例」という。）第

６条第１項に規定する指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所をいう。）又は

指定夜間対応型訪問介護事業所（指定地域

密着型サービス基準条例第４７条第１項に

規定する指定夜間対応型訪問介護事業所を

いう。）に従事することができる。 

 

５ 第２項の規定にかかわらず、常勤のサー

ビス提供責任者を３人以上配置し、かつ、

サービス提供責任者の業務に主として従事

する者を１人以上配置している指定訪問介

 



護事業所において、サービス提供責任者が

行う業務が効率的に行われている場合にあ

っては、当該指定訪問介護事業所に置くべ

きサービス提供責任者の員数は、利用者の

数が５０又はその端数を増すごとに１人以

上とすることができる。 

６ 指定訪問介護事業者が第２項に規定する

第一号訪問事業に係る指定事業者の指定を

併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と

当該第一号訪問事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営される場合については、

市町村の定める当該第一号訪問事業の人員

に関する基準を満たすことをもって、前項

に規定する基準を満たすものとみなす。 

２ 指定訪問介護事業者が法第１１５条の４

５第１項第１号イに規定する第一号訪問事

業（地域における医療及び介護の総合的な

確保を推進するための関係法律の整備等に

関する法律（平成２６年法律第８３号）第

５条による改正前の法（以下「旧法」とい

う。）第８条の２第２項に規定する介護予

防訪問介護に相当するものとして市町村が

定めるものに限る。）に係る法第１１５条

の４５の３第１項に規定する指定事業者

（以下「指定事業者」という。）の指定を

併せて受け、かつ、指定訪問介護の事業と

当該第一号訪問事業とが同一の事業所にお

いて一体的に運営される場合であって、当

該指定訪問介護の事業と一体的に運営され

る事業が、当該第一号訪問事業であるとき

は市町村の定める当該第一号訪問事業の人

員に関する基準を満たすことをもって、前

項に規定する基準を満たすものとみなす。 

  

 （設備及び備品等）  （設備及び備品等） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 指定訪問介護事業者が第５条第２項に規

定する第一号訪問事業に係る指定事業者の

指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の

事業と当該第一号訪問事業とが同一の事業

所において一体的に運営される場合につい

ては、市町村の定める当該第一号訪問事業

の設備に関する基準を満たすことをもっ

て、前項に規定する基準を満たすものとみ

なす。 

２ 指定訪問介護事業者が第５条第２項に規

定する第一号訪問事業に係る指定事業者の

指定を併せて受け、かつ、指定訪問介護の

事業と当該第一号訪問事業とが同一の事業

所において一体的に運営される場合であっ

て、当該指定訪問介護の事業と一体的に運

営される事業が、当該第一号訪問事業であ

るときは市町村の定める当該第一号訪問事

業の設備に関する基準を満たすことをもっ

て、前項に規定する基準を満たすものとみ

なす。 

  

 （管理者及びサービス提供責任者の責務）  （管理者及びサービス提供責任者の責務） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ サービス提供責任者（第５条第２項に規

定するサービス提供責任者をいう。以下こ

の節において同じ。）は、第２８条に規定

する業務のほか、次に掲げる業務を行うも

のとする。 

３ サービス提供責任者（サービス内容の管

理について必要な業務等を行う者であっ

て、第５条第１項に規定する市規則で定め

る基準により置かれるものをいう。以下こ

の節において同じ。）は、第２８条に規定

する業務のほか、次に掲げる業務を行うも

のとする。 



 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

 ⑶ 居宅介護支援事業者（法第８条第２４

項に規定する居宅介護支援事業を行う者

をいう。以下同じ。）その他保健医療サ

ービス又は福祉サービスを提供する者

（以下「居宅介護支援事業者等」とい

う。）に対し、指定訪問介護の提供に当

たり把握した利用者の服薬状況、口腔
くう

機

能その他の利用者の心身の状態及び生活

の状況に係る必要な情報の提供を行うこ

と。 

 

 ⑷ （略）  ⑶ （略） 

 ⑸ （略）  ⑷ （略） 

 ⑹ （略）  ⑸ （略） 

 ⑺ （略）  ⑹ （略） 

 ⑻ （略）  ⑺ （略） 

 ⑼ （略）  ⑻ （略） 

  

 （居宅介護支援事業者等との連携）  （居宅介護支援事業者等との連携） 

第１８条 指定訪問介護事業者は、指定訪問

介護の提供に当たっては、居宅介護支援事

業者等との密接な連携に努めなければなら

ない。 

第１８条 指定訪問介護事業者は、指定訪問

介護の提供に当たっては、居宅介護支援事

業者その他保健医療サービス又は福祉サー

ビスを提供する者との密接な連携に努めな

ければならない。 

２ （略） ２ （略） 

  

 （不当な働きかけの禁止）  

第３５条の２ 指定訪問介護事業者は、居宅

サービス計画の作成又は変更に関し、指定

居宅介護支援事業所（指定居宅介護支援等

基準条例第４条に規定する指定居宅介護支

援事業所をいう。第１６４条第２項におい

て同じ。）の介護支援専門員又は居宅要介

護被保険者（法第４１条第１項に規定する

居宅要介護被保険者をいう。）に対して、

利用者に必要のないサービスを位置付ける

よう求めることその他の不当な働きかけを

行ってはならない。 

 

  

    第５節 共生型居宅サービスに関す

る基準 

 

 （共生型訪問介護の基準）  

第４１条の２ 訪問介護に係る共生型居宅サ

ービス（以下この条及び次条において「共

生型訪問介護」という。）の事業を行う指

定居宅介護事業者（八王子市指定障害福祉

サービスの事業等の人員、設備及び運営の

基準に関する条例（平成２６年八王子市条

例第４７号。以下「指定障害福祉サービス

等基準条例」という。）第５条第１項に規

 



定する指定居宅介護事業者をいう。）及び

重度訪問介護（障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号。以下この条及び第

１８０条の２において「障害者総合支援

法」という。）第５条第３項に規定する重

度訪問介護をいう。）に係る指定障害福祉

サービス（障害者総合支援法第２９条第１

項に規定する指定障害福祉サービスをい

う。）の事業を行う者は、当該事業に関し

て市規則で定める基準を満たさなければな

らない。 

  

 （準用）  

第４１条の３ 第４条、第５条（第１項を除

く。）及び第６条並びに前節の規定は、共

生型訪問介護の規定について準用する。こ

の場合において、第５条第２項中「利用者

（」とあるのは「利用者（共生型訪問介護

の利用者及び指定居宅介護又は重度訪問介

護に係る指定障害福祉サービスの利用者を

いい、」と、「指定訪問介護又は」とある

のは「共生型訪問介護及び指定居宅介護若

しくは重度訪問介護に係る指定障害福祉サ

ービス又は」と読み替えるものとする。 

 

  

    第６節 基準該当居宅サービスに関

する基準 

    第５節 基準該当訪問介護に関する

基準 

 （従業者の配置の基準）  （従業者の配置の基準） 

第４２条 （略） 第４２条 （略） 

２ 基準該当訪問介護の事業と法第１１５条

の４５第１項第１号イに規定する第一号訪

問事業（旧法第８条の２第２項に規定する

介護予防訪問介護及び基準該当介護予防サ

ービス（法第５４条第１項第２号に規定す

る基準該当介護予防サービスをいう。以下

同じ。）に相当するものとして市町村が定

めるものに限る。）とが、同一の事業者に

より同一の事業所において一体的に運営さ

れる場合については、市町村の定める当該

第一号訪問事業の人員に関する基準を満た

すことをもって、前項に規定する基準を満

たすものとみなす。 

２ 基準該当訪問介護の事業と法第１１５条

の４５第１項第１号イに規定する第一号訪

問事業（旧法第８条の２第２項に規定する

介護予防訪問介護及び基準該当介護予防サ

ービス（法第５４条第１項第２号に規定す

る基準該当介護予防サービスをいう。以下

同じ。）に相当するものとして市町村が定

めるものに限る。）とが、同一の事業者に

より同一の事業所において一体的に運営さ

れる場合であって、当該基準該当訪問介護

の事業と一体的に運営される事業が、当該

第一号訪問事業であるときは市町村の定め

る当該第一号訪問事業の人員に関する基準

を満たすことをもって、前項に規定する基

準を満たすものとみなす。 

  

 （設備及び備品等）  （設備及び備品等） 

第４４条 （略） 第４４条 （略） 

２ 基準該当訪問介護の事業と第４２条第２

項に規定する第一号訪問事業とが、同一の

２ 基準該当訪問介護の事業と第４２条第２

項に規定する第一号訪問事業とが、同一の



事業者により同一の事業所において一体的

に運営される場合については、市町村の定

める当該第一号訪問事業の設備に関する基

準を満たすことをもって、前項に規定する

基準を満たすものとみなす。 

事業者により同一の事業所において一体的

に運営される場合であって、当該基準該当

訪問介護の事業と一体的に運営される事業

が、当該第一号訪問事業であるときは市町

村の定める当該第一号訪問事業の設備に関

する基準を満たすことをもって、前項に規

定する基準を満たすものとみなす。 

  

 （準用）  （準用） 

第５８条 第１１条から第２３条まで、第２

５条、第３０条、第３２条から第３５条ま

で及び第３６条から第４０条までの規定

は、指定訪問入浴介護の事業について準用

する。この場合において、第１１条、第１

２条第１項及び第２２条中「訪問介護員

等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」

と、第３２条中「訪問介護員等」とあるの

は「訪問入浴介護従業者」と、「設備及び

備品等」とあるのは「指定訪問入浴介護に

用いる浴槽その他の設備及び備品等」と、

第３３条中「訪問介護員等」とあるのは

「訪問入浴介護従業者」と読み替えるもの

とする。 

第５８条 第１１条から第２３条まで、第２

５条、第３０条及び第３２条から第４０条

までの規定は、指定訪問入浴介護の事業に

ついて準用する。この場合において、第１

１条、第１２条第１項及び第２２条中「訪

問介護員等」とあるのは「訪問入浴介護従

業者」と、第３２条中「訪問介護員等」と

あるのは「訪問入浴介護従業者」と、「設

備及び備品等」とあるのは「指定訪問入浴

介護に用いる浴槽その他の設備及び備品

等」と、第３３条中「訪問介護員等」とあ

るのは「訪問入浴介護従業者」と読み替え

るものとする。 

  

    第５節 基準該当居宅サービスに関

する基準 

    第５節 基準該当訪問入浴介護に関

する基準 

  

 （準用）  （準用） 

第６２条 第１１条から第１８条まで、第２

０条から第２３条まで、第２５条、第３０

条、第３２条から第３５条まで、第３６

条、第３７条（第４項を除く。）、第３８

条から第４０条まで及び第４７条並びに第

４節（第５３条第１項及び第５８条を除

く。）の規定は、基準該当訪問入浴介護の

事業について準用する。この場合におい

て、第１１条、第１２条第１項及び第２２

条中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入

浴介護従業者」と、第２３条第１項中「内

容、当該指定訪問介護について法第４１条

第６項の規定により利用者に代わって支払

を受ける居宅介護サービス費の額」とある

のは「内容」と、第２５条中「法定代理受

領サービスに該当しない指定訪問介護」と

あるのは「基準該当訪問入浴介護」と、第

３２条第１項中「訪問介護員等」とあるの

は「訪問入浴介護従業者」と、同条第２項

中「設備及び備品等」とあるのは「基準該

当訪問入浴介護に用いる浴槽その他の設備

及び備品等」と、第３３条中「訪問介護員

第６２条 第１１条から第１８条まで、第２

０条から第２３条まで、第２５条、第３０

条、第３２条から第３６条まで、第３７条

（第４項を除く。）、第３８条から第４０

条まで及び第４７条並びに第４節（第５３

条第１項及び第５８条を除く。）の規定

は、基準該当訪問入浴介護の事業について

準用する。この場合において、第１１条、

第１２条第１項及び第２２条中「訪問介護

員等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」

と、第２３条第１項中「内容、当該指定訪

問介護について法第４１条第６項の規定に

より利用者に代わって支払を受ける居宅介

護サービス費の額」とあるのは「内容」

と、第２５条中「法定代理受領サービスに

該当しない指定訪問介護」とあるのは「基

準該当訪問入浴介護」と、第３２条第１項

中「訪問介護員等」とあるのは「訪問入浴

介護従業者」と、同条第２項中「設備及び

備品等」とあるのは「基準該当訪問入浴介

護に用いる浴槽その他の設備及び備品等」

と、第３３条中「訪問介護員等」とあるの



等」とあるのは「訪問入浴介護従業者」

と、第５３条第２項中「法定代理受領サー

ビスに該当しない指定訪問入浴介護」とあ

るのは「基準該当訪問入浴介護」と、同条

第３項中「前２項」とあるのは「前項」と

読み替えるものとする。 

は「訪問入浴介護従業者」と、第５３条第

２項中「法定代理受領サービスに該当しな

い指定訪問入浴介護」とあるのは「基準該

当訪問入浴介護」と、同条第３項中「前２

項」とあるのは「前項」と読み替えるもの

とする。 

  

 （従業者の配置の基準）  （従業者の配置の基準） 

第６４条 （略） 第６４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定訪問看護事業者が指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業者（指定地域密

着型サービス基準条例第６条第１項に規定

する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併

せて受け、かつ、指定訪問看護の事業と

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護

（指定地域密着型サービス基準条例第４条

に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護をいう。）の事業が同一の事業所

において一体的に運営される場合について

は、指定地域密着型サービス基準条例第６

条第１項第４号アに規定する人員に関する

基準を満たすとき（次項の規定により第１

項第１号ア及び第２号に規定する基準を満

たすものとみなすときを除く。）は、当該

指定訪問看護事業者は、第１項第１号ア及

び第２号に規定する基準を満たすものとみ

なす。 

３ 指定訪問看護事業者が指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護事業者（八王子市指

定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する条例（平成２５年八王子

市条例第１７号。以下「指定地域密着型サ

ービス基準条例」という。）第６条第１項

に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問

介護看護事業者をいう。以下同じ。）の指

定を併せて受け、かつ、指定訪問看護の事

業と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看

護（指定地域密着型サービス基準条例第４

条に規定する指定定期巡回・随時対応型訪

問介護看護をいう。）の事業が同一の事業

所において一体的に運営される場合につい

ては、指定地域密着型サービス基準条例第

６条第１項第４号アに規定する人員に関す

る基準を満たすとき（次項の規定により第

１項第１号ア及び第２号に規定する基準を

満たすものとみなすときを除く。）は、当

該指定訪問看護事業者は、第１項第１号ア

及び第２号に規定する基準を満たすものと

みなす。 

４ 指定訪問看護事業者が指定複合型サービ

ス事業者（指定地域密着型サービス基準条

例第１９１条第１４項に規定する指定複合

型サービス事業者をいう。）の指定を併せ

て受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定

看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密

着型サービス基準条例第１９０条に規定す

る指定看護小規模多機能型居宅介護をい

う。）の事業が同一の事業所において一体

的に運営される場合については、指定地域

密着型サービス基準条例第１９１条第４項

に規定する人員に関する基準を満たすとき

（前項の規定により第１項第１号ア及び第

２号に規定する基準を満たすものとみなす

ときを除く。）は、当該指定訪問看護事業

者は、第１項第１号ア及び第２号に規定す

る基準を満たすものとみなす。 

４ 指定訪問看護事業者が指定複合型サービ

ス事業者（指定地域密着型サービス基準条

例第１９１条第１０項に規定する指定複合

型サービス事業者をいう。）の指定を併せ

て受け、かつ、指定訪問看護の事業と指定

看護小規模多機能型居宅介護（指定地域密

着型サービス基準条例第１９０条に規定す

る指定看護小規模多機能型居宅介護をい

う。）の事業が同一の事業所において一体

的に運営される場合については、指定地域

密着型サービス基準条例第１９１条第４項

に規定する人員に関する基準を満たすとき

（前項の規定により第１項第１号ア及び第

２号に規定する基準を満たすものとみなす

ときを除く。）は、当該指定訪問看護事業

者は、第１項第１号ア及び第２号に規定す

る基準を満たすものとみなす。 

  



 （居宅介護支援事業者等との連携）  （居宅介護支援事業者等との連携） 

第６９条 指定訪問看護事業者は、指定訪問

看護の提供に当たっては、居宅介護支援事

業者等との密接な連携に努めなければなら

ない。 

第６９条 指定訪問看護事業者は、指定訪問

看護の提供に当たっては、居宅介護支援事

業者その他保健医療サービス又は福祉サー

ビスを提供する者との密接な連携に努めな

ければならない。 

２ （略） ２ （略） 

  

 （準用）  （準用） 

第７８条 第１１条から第１３条まで、第１

５条から第１７条まで、第１９条から第２

３条まで、第２５条、第３０条、第３２条

から第３５条まで、第３６条から第４０条

まで及び第５１条の規定は、指定訪問看護

の事業について準用する。この場合におい

て、第１１条及び第１２条第１項中「訪問

介護員等」とあるのは「看護師等」と、第

１７条中「心身の状況」とあるのは「心身

の状況、病歴」と、第２２条、第３２条第

１項及び第３３条中「訪問介護員等」とあ

るのは「看護師等」と読み替えるものとす

る。 

第７８条 第１１条から第１３条まで、第１

５条から第１７条まで、第１９条から第２

３条まで、第２５条、第３０条、第３２条

から第４０条まで及び第５１条の規定は、

指定訪問看護の事業について準用する。こ

の場合において、第１１条及び第１２条第

１項中「訪問介護員等」とあるのは「看護

師等」と、第１７条中「心身の状況」とあ

るのは「心身の状況、病歴」と、第２２

条、第３２条第１項及び第３３条中「訪問

介護員等」とあるのは「看護師等」と読み

替えるものとする。 

  

 （従業者の配置の基準）  （従業者の配置の基準） 

第８０条 指定訪問リハビリテーションの事

業を行う者（以下「指定訪問リハビリテー

ション事業者」という。）は、当該事業を

行う事業所（以下「指定訪問リハビリテー

ション事業所」という。）ごとに、指定訪

問リハビリテーションの提供に当たる次に

掲げる従業者を市規則で定める基準により

置かなければならない。 

第８０条 指定訪問リハビリテーションの事

業を行う者（以下「指定訪問リハビリテー

ション事業者」という。）は、当該事業を

行う事業所（以下「指定訪問リハビリテー

ション事業所」という。）ごとに、指定訪

問リハビリテーションの提供に当たる理学

療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以下

この章において「理学療法士、作業療法士

又は言語聴覚士」という。）を置かなけれ

ばならない。 

 ⑴ 医師  

 ⑵ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚 

  士 

 

２ （略） ２ （略） 

  

 （設備及び備品等）  （設備及び備品等） 

第８１条 指定訪問リハビリテーション事業

所は、病院、診療所、介護老人保健施設又

は介護医療院において、事業の運営を行う

ために必要な広さを有する専用の区画を設

けるほか、指定訪問リハビリテーションの

提供に必要な設備及び備品等を備えなけれ

ばならない。 

第８１条 指定訪問リハビリテーション事業

所は、病院、診療所又は介護老人保健施設

において、事業の運営を行うために必要な

広さを有する専用の区画を設けるほか、指

定訪問リハビリテーションの提供に必要な

設備及び備品等を備えなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

  

 （基本方針）  （基本方針） 



第８９条 指定居宅サービスに該当する居宅

療養管理指導（以下「指定居宅療養管理指

導」という。）の事業は、利用者が要介護

状態となった場合、可能な限り居宅におい

て、その有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよう、医師、歯科医

師、薬剤師、歯科衛生士（歯科衛生士が行

う居宅療養管理指導に相当するものを行う

保健師、看護師及び准看護師を含む。以下

この章において同じ。）又は管理栄養士

が、通院が困難な利用者に対して、居宅を

訪問して、心身の状況、置かれている環境

等を把握し、それらを踏まえて療養上の管

理及び指導を行うことにより、利用者の療

養生活の質の向上を図るものでなければな

らない。 

第８９条 指定居宅サービスに該当する居宅

療養管理指導（以下「指定居宅療養管理指

導」という。）の事業は、利用者が要介護

状態となった場合、可能な限り居宅におい

て、その有する能力に応じ自立した日常生

活を営むことができるよう、医師、歯科医

師、薬剤師、看護職員（歯科衛生士が行う

居宅療養管理指導に相当するものを行う保

健師、看護師及び准看護師を除いた保健

師、看護師又は准看護師をいう。以下この

章において同じ。）、歯科衛生士（歯科衛

生士が行う居宅療養管理指導に相当するも

のを行う保健師、看護師及び准看護師を含

む。以下この章において同じ。）又は管理

栄養士が、通院が困難な利用者に対して、

居宅を訪問して、心身の状況、置かれてい

る環境等を把握し、それらを踏まえて療養

上の管理及び指導を行うことにより、利用

者の療養生活の質の向上を図るものでなけ

ればならない。 

  

 （従業者の配置の基準）  （従業者の配置の基準） 

第９０条 指定居宅療養管理指導の事業を行

う者（以下「指定居宅療養管理指導事業

者」という。）は、当該事業を行う事業所

（以下「指定居宅療養管理指導事業所」と

いう。）ごとに、次の各号に定める指定居

宅療養管理指導事業所の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める従業者（以下この章

において「居宅療養管理指導従業者」とい

う。）を市規則で定める基準により置かな

ければならない。 

第９０条 指定居宅療養管理指導の事業を行

う者（以下「指定居宅療養管理指導事業

者」という。）は、当該事業を行う事業所

（以下「指定居宅療養管理指導事業所」と

いう。）ごとに、次の各号に定める指定居

宅療養管理指導事業所の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める従業者（以下この章

において「居宅療養管理指導従業者」とい

う。）を市規則で定める基準により置かな

ければならない。 

 ⑴ 病院又は診療所である指定居宅療養管

理指導事業所 

 ⑴ 病院又は診療所である指定居宅療養管

理指導事業所 

  ア （略）   ア （略） 

  イ 薬剤師、歯科衛生士又は管理栄養士   イ 薬剤師、看護職員、歯科衛生士又は

管理栄養士 

 ⑵ （略）  ⑵ （略） 

  ⑶ 指定訪問看護ステーション等（指定訪

問看護ステーション及び指定介護予防訪

問看護ステーション（指定介護予防サー

ビス等基準条例第６４条第１項に規定す

る指定介護予防訪問看護ステーションを

いう。）をいう。以下この章において同

じ。）である指定居宅療養管理指導事業

所 看護職員 

２ （略） ２ （略） 

  

 （設備及び備品等）  （設備及び備品等） 

第９１条 指定居宅療養管理指導事業所は、 第９１条 指定居宅療養管理指導事業所は、



病院、診療所又は薬局であって、指定居宅

療養管理指導の事業の運営に必要な広さを

有するほか、指定居宅療養管理指導の提供

に必要な設備及び備品等を備えなければな

らない。 

病院、診療所、薬局又は指定訪問看護ステ

ーション等であって、指定居宅療養管理指

導の事業の運営に必要な広さを有するほ

か、指定居宅療養管理指導の提供に必要な

設備及び備品等を備えなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

  

 （運営規程）  （運営規程） 

第９２条 指定居宅療養管理指導事業者は、

各指定居宅療養管理指導事業所において、

次に掲げる事業の運営についての重要事項

に関する規程（以下この章において「運営

規程」という。）を定めなければならな

い。 

第９２条 指定居宅療養管理指導事業者は、

各指定居宅療養管理指導事業所において、

次に掲げる事業の運営についての重要事項

に関する規程（以下この章において「運営

規程」という。）を定めなければならな

い。 

 ⑴～⑷ （略）  ⑴～⑷ （略） 

 ⑸ 通常の事業の実施地域（当該指定居宅

療養管理指導事業所が通常時に指定居宅

療養管理指導を提供する地域をいう。） 

 

 ⑹ （略）  ⑸ （略） 

  

 （指定居宅療養管理指導の具体的取扱方

針） 

 （指定居宅療養管理指導の具体的取扱方

針） 

第９５条 医師又は歯科医師の行う指定居宅

療養管理指導の具体的な取扱いは、第８９

条に規定する基本方針及び前条に規定する

基本取扱方針に基づき、次に掲げるところ

によらなければならない。 

第９５条 医師又は歯科医師の行う指定居宅

療養管理指導の具体的な取扱いは、第８９

条に規定する基本方針及び前条に規定する

基本取扱方針に基づき、次に掲げるところ

によらなければならない。 

 ⑴ 訪問診療等により常に利用者の病状及

び心身の状況を把握し、計画的かつ継続

的な医学的管理又は歯科医学的管理に基

づき、居宅介護支援事業者に対する居宅

サービス計画の作成等に必要な情報提供

並びに利用者又はその家族に対する居宅

サービスの利用に関する留意事項、介護

方法等についての指導、助言等を行うと

ともに、利用者又はその家族からの介護

に関する相談に応じ、利用者又はその家

族に対し、療養上必要な事項等につい

て、指導又は助言を行うこと。 

 ⑴ 訪問診療等により常に利用者の病状及

び心身の状況を把握し、計画的かつ継続

的な医学的管理又は歯科医学的管理に基

づき、居宅介護支援事業者等に対する居

宅サービス計画の作成等に必要な情報提

供並びに利用者又はその家族に対する居

宅サービスの利用に関する留意事項、介

護方法等についての指導、助言等を行う

とともに、利用者又はその家族からの介

護に関する相談に応じ、利用者又はその

家族に対し、療養上必要な事項等につい

て、指導又は助言を行うこと。 

 ⑵～⑸ （略）  ⑵～⑸ （略） 

２ （略） ２ （略） 

 ３ 看護職員の行う指定居宅療養管理指導の

具体的な取扱いは、第８９条に規定する基

本方針及び前条に規定する基本取扱方針に

基づき、次に掲げるところによらなければ

ならない。 

  ⑴ 居宅介護支援事業者等に対する居宅サ

ービス計画の作成等に必要な情報提供並

びに利用者に対する療養上の相談及び支

援を行うこと。 



  ⑵ 利用者又はその家族に対し、療養上必

要な事項について、指導又は助言を行う

こと。 

  ⑶ 提供した指定居宅療養管理指導の内容

について、速やかに記録を作成し、医師

又は居宅介護支援事業者等に報告するこ

と。 

  

 （従業者の配置の基準）  （従業者の配置の基準） 

第９９条 （略） 第９９条 （略） 

２ 指定通所介護事業者が法第１１５条の４

５第１項第１号ロに規定する第一号通所事

業（旧法第８条の２第７項に規定する介護

予防通所介護に相当するものとして市町村

が定めるものに限る。）に係る指定事業者

の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護

の事業と当該第一号通所事業とが同一の事

業所において一体的に運営される場合につ

いては、市町村の定める当該第一号通所事

業の人員に関する基準を満たすことをもっ

て、前項に規定する基準を満たすものとみ

なす。 

２ 指定通所介護事業者が法第１１５条の４

５第１項第１号ロに規定する第一号通所事

業（旧法第８条の２第７項に規定する介護

予防通所介護に相当するものとして市町村

が定めるものに限る。）に係る指定事業者

の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護

の事業と当該第一号通所事業とが同一の事

業所において一体的に運営される場合であ

って、当該指定通所介護の事業と一体的に

運営される事業が、当該第一号通所事業で

あるときは市町村の定める当該第一号通所

事業の人員に関する基準を満たすことをも

って、前項に規定する基準を満たすものと

みなす。 

  

 （設備及び備品等）  （設備及び備品等） 

第１０１条 （略） 第１０１条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 指定通所介護事業者が第９９条第２項に

規定する第一号通所事業に係る指定事業者

の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護

の事業と当該第一号通所事業とが同一の事

業所において一体的に運営される場合につ

いては、市町村の定める当該第一号通所事

業の設備に関する基準を満たすことをもっ

て、第１項から第３項に規定する基準を満

たすものとみなす。 

５ 指定通所介護事業者が第９９条第２項に

規定する第一号通所事業に係る指定事業者

の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護

の事業と当該第一号通所事業とが同一の事

業所において一体的に運営される場合であ

って、当該指定通所介護の事業と一体的に

運営される事業が当該第一号通所事業であ

るときは、市町村の定める当該第一号通所

事業の設備に関する基準を満たすことをも

って、第１項から第３項に規定する基準を

満たすものとみなす。 

  

 （準用）  （準用） 

第１１２条 第１２条から第２１条まで、第

２３条、第２５条、第３０条、第３１条、

第３３条から第３５条まで、第３６条から

第３８条まで、第４０条及び第５１条の規

定は、指定通所介護の事業について準用す

る。この場合において、第１２条第１項、

第３１条及び第３３条中「訪問介護員等」

とあるのは、「通所介護従業者」と読み替

えるものとする。 

第１１２条 第１２条から第２１条まで、第

２３条、第２５条、第３０条、第３１条、

第３３条から第３８条まで、第４０条及び

第５１条の規定は、指定通所介護の事業に

ついて準用する。この場合において、第１

２条第１項、第３１条及び第３３条中「訪

問介護員等」とあるのは、「通所介護従業

者」と読み替えるものとする。 



  

    第５節 共生型居宅サービスに関す

る基準 

    第５節 削除 

 （共生型通所介護の基準）  

第１１３条 通所介護に係る共生型居宅サー

ビス（以下この条及び次条において「共生

型通所介護」という。）の事業を行う指定

生活介護事業者（指定障害福祉サービス等

基準条例第７８条に規定する指定生活介護

事業者をいう。）、指定自立訓練（機能訓

練）事業者（指定障害福祉サービス等基準

条例第１２３条第１項に規定する指定自立

訓練（機能訓練）事業者をいう。）、指定

自立訓練（生活訓練）事業者（指定障害福

祉サービス等基準条例第１３３条に規定す

る指定自立訓練（生活訓練）事業者をい

う。）、指定児童発達支援事業者（児童福

祉法に基づく指定通所支援の事業等の人

員、設備及び運営に関する基準（平成２４

年厚生労働省令第１５号。以下この条にお

いて「指定通所支援基準」という。）第５

条第１項に規定する指定児童発達支援事業

者をいい、主として重症心身障害児（児童

福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７

条第２項に規定する重症心身障害児をい

う。以下この条において同じ。）を通わせ

る事業所において指定児童発達支援（指定

通所支援基準第４条に規定する指定児童発

達支援をいう。）を提供する事業者を除

く。）及び指定放課後等デイサービス事業

者（指定通所支援基準第６６条第１項に規

定する指定放課後等デイサービス事業者を

いい、主として重症心身障害児を通わせる

事業所において指定放課後等デイサービス

（指定通所支援基準第６５条に規定する指

定放課後等デイサービスをいう。）を提供

する事業者を除く。）は、当該事業に関し

て市規則で定める基準を満たさなければな

らない。 

第１１３条から第１３０条まで 削除 

  

 （準用）  

第１１４条 第１２条から第２１条まで、第

２３条、第２５条、第３０条、第３１条、

第３３条から第３５条まで、第３６条から

第３８条まで、第４０条、第５１条、第９

８条、第１００条及び第１０１条第４項並

びに前節（第１１２条を除く。）の規定

は、共生型通所介護の事業について準用す

る。この場合において、第１２条第１項中

「運営規程」とあるのは「運営規程（第

 



１０２条に規定する運営規程をいう。）

と、「訪問介護員等」とあるのは、「共生

型通所介護の提供に当たる従業者（以下

「共生型通所介護従業者」という。）」

と、第３１条及び第３３条中「訪問介護員

等」とあるのは「共生型通所介護従業者」

と、第１０１条第４項中「前項ただし書の

場合（指定通所介護事業者が第１項に掲げ

る設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所

介護以外のサービスを提供する場合に限

る。）」とあるのは「共生型通所介護事業

者が共生型通所介護事業所の設備を利用

し、夜間及び深夜に共生型通所介護以外の

サービスを提供する場合」と、第１０３条

第３項、第１０６条第２号及び第１０７条

第４項中「通所介護従業者」とあるのは

「共生型通所介護従業者」と、第１０６条

中「第９８条」とあるのは「第１１４条に

おいて準用する第９８条」と、「前条」と

あるのは「第１１４条において準用する前

条」と、同条第１号中「次条第１項」とあ

るのは「第１１４条において準用する次

条第１項」と、第１１１条第２項第２号中

「次条において準用する第２３条第２項」

とあるのは「第２３条第２項」と、同項第

３号中「次条において準用する第３０条」

とあるのは「第３０条」と、同項第４号中

「次条において準用する第３７条第２項」

とあるのは「第３７条第２項」と読み替え

るものとする。 

  

第１１５条から第１３０条まで 削除  

  

    第６節 基準該当居宅サービスに関

する基準 

    第６節 基準該当通所介護に関する

基準 

 （従業者の配置の基準）  （従業者の配置の基準） 

第１３１条 （略） 第１３１条 （略） 

２ 基準該当通所介護の事業と法第１１５条

の４５第１項第１号ロに規定する第一号通

所事業（旧法第８条の２第７項に規定する

介護予防通所介護及び基準該当介護予防サ

ービスに相当するものとして市町村が定め

るものに限る。）とが、同一の事業者によ

り同一の事業所において一体的に運営され

る場合については、市町村の定める当該第

一号通所事業の人員に関する基準を満たす

ことをもって、前項に規定する基準を満た

すものとみなす。 

 

２ 基準該当通所介護の事業と法第１１５条

の４５第１項第１号ロに規定する第一号通

所事業（旧法第８条の２第７項に規定する

介護予防通所介護及び基準該当介護予防サ

ービスに相当するものとして市町村が定め

るものに限る。）とが、同一の事業者によ

り同一の事業所において一体的に運営され

る場合であって、当該基準該当通所介護の

事業と一体的に運営される事業が、当該第

一号通所事業であるときは市町村の定める

当該第一号通所事業の人員に関する基準を

満たすことをもって、前項に規定する基準

を満たすものとみなす。 



  

 （設備及び備品等）  （設備及び備品等） 

第１３３条 （略） 第１３３条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 基準該当通所介護の事業と第１３１条第

２項に規定する第一号通所事業とが、同一

の事業者により同一の事業所において一体

的に運営される場合については、市町村の

定める当該第一号通所事業の設備に関する

基準を満たすことをもって、前３項に規定

する基準を満たすものとみなす。 

４ 基準該当通所介護の事業と第１３１条第

２項に規定する第一号通所事業とが、同一

の事業者により同一の事業所において一体

的に運営される場合であって、当該基準該

当通所介護の事業と一体的に運営される事

業が当該第一号通所事業であるときは、市

町村の定める当該第一号通所事業の設備に

関する基準を満たすことをもって、前３項

に規定する基準を満たすものとみなす。 

  

 （準用）  （準用） 

第１３４条 第１２条から第１８条まで、第

２０条、第２１条、第２３条、第２５条、

第３０条、第３１条、第３３条から第３５

条まで、第３６条、第３７条（第４項を除

く。）、第３８条、第４０条、第５１条及

び第９８条並びに第４節（第１０４条第１

項及び第１１２条を除く。）の規定は、基

準該当通所介護の事業について準用する。

この場合において、第１２条第１項中「訪

問介護員等」とあるのは「通所介護従業

者」と、第２３条第１項中「内容、当該指

定訪問介護について法第４１条第６項の規

定により利用者に代わって支払を受ける居

宅介護サービス費の額」とあるのは「内

容」と、第２５条中「法定代理受領サービ

スに該当しない指定訪問介護」とあるのは

「基準該当通所介護」と、第３１条及び第

３３条中「訪問介護員等」とあるのは「通

所介護従業者」と、第１０４条第２項中

「法定代理受領サービスに該当しない指定

通所介護」とあるのは「基準該当通所介

護」と、同条第３項中「前２項」とあるの

は「前項」と読み替えるものとする。 

第１３４条 第１２条から第１８条まで、第

２０条、第２１条、第２３条、第２５条、

第３０条、第３１条、第３３条から第３６

条まで、第３７条（第４項を除く。）、第

３８条、第４０条、第５１条及び第９８条

並びに第４節（第１０４条第１項及び第１

１２条を除く。）の規定は、基準該当通所

介護の事業について準用する。この場合に

おいて、第１２条第１項中「訪問介護員

等」とあるのは「通所介護従業者」と、第

２３条第１項中「内容、当該指定訪問介護

について法第４１条第６項の規定により利

用者に代わって支払を受ける居宅介護サー

ビス費の額」とあるのは「内容」と、第２

５条中「法定代理受領サービスに該当しな

い指定訪問介護」とあるのは「基準該当通

所介護」と、第３１条及び第３３条中「訪

問介護員等」とあるのは「通所介護従業

者」と、第１０４条第２項中「法定代理受

領サービスに該当しない指定通所介護」と

あるのは「基準該当通所介護」と、同条第

３項中「前２項」とあるのは「前項」と読

み替えるものとする。 

  

 （管理者等の責務）  （管理者等の責務） 

第１３８条 指定通所リハビリテーション事

業所を管理する者（次項において「管理

者」という。）は、医師、理学療法士、作

業療法士、言語聴覚士又は専ら指定通所リ

ハビリテーションの提供に当たる看護師の

うちから選任した者に、必要な管理の代行

をさせることができる。 

第１３８条 指定通所リハビリテーション事

業所を管理する者（次項において「管理

者」という。）は、医師、理学療法士、作

業療法士又は専ら指定通所リハビリテーシ

ョンの提供に当たる看護師のうちから選任

した者に、必要な管理の代行をさせること

ができる。 

２ （略） ２ （略） 

  

 （対象者等）  （対象者等） 



第１５２条 （略） 第１５２条 （略） 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介

護支援事業者等との密接な連携により、指

定短期入所生活介護の提供の開始前から終

了後に至るまで利用者が継続的に保健医療

サービス又は福祉サービスを利用できるよ

う必要な援助に努めなければならない。 

２ 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介

護支援事業者その他保健医療サービス又は

福祉サービスを提供する者との密接な連携

により、指定短期入所生活介護の提供の開

始前から終了後に至るまで利用者が継続的

に保健医療サービス又は福祉サービスを利

用できるよう必要な援助に努めなければな

らない。 

  

 （定員の遵守）  （定員の遵守） 

第１６４条 （略） 第１６４条 （略） 

２ 利用者の状況や利用者の家族等の事情に

より、指定居宅介護支援事業所の介護支援

専門員が、緊急に指定短期入所生活介護を

受けることが必要と認めた者に対し、居宅

サービス計画において位置付けられていな

い指定短期入所生活介護を提供する場合で

あって、当該利用者及び他の利用者の処遇

に支障がない場合にあっては、前項の規定

にかかわらず、同項の市規則で定める利用

者数を超えて、静養室において指定短期入

所生活介護を行うことができるものとす

る。 

２ 利用者の状況や利用者の家族等の事情に

より、指定居宅介護支援事業所（指定居宅

介護支援等基準条例第４条に規定する指定

居宅介護支援事業所をいう。）の介護支援

専門員が、緊急に指定短期入所生活介護を

受けることが必要と認めた者に対し、居宅

サービス計画において位置付けられていな

い指定短期入所生活介護を提供する場合で

あって、当該利用者及び他の利用者の処遇

に支障がない場合にあっては、前項の規定

にかかわらず、同項の市規則で定める利用

者数を超えて、静養室において指定短期入

所生活介護を行うことができるものとす

る。 

  

 （準用）  （準用） 

第１６７条 第１３条から第１７条まで、第

１９条、第２０条、第２３条、第２５条、

第３０条、第３３条から第３５条まで、第

３６条から第４０条まで、第５１条、第１

０３条、第１０９条及び第１１０条の規定

は、指定短期入所生活介護の事業について

準用する。この場合において、第３３条中

「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生

活介護従業者」と、第１０３条第３項中

「通所介護従業者」とあるのは「短期入所

生活介護従業者」と読み替えるものとす

る。 

第１６７条 第１３条から第１７条まで、第

１９条、第２０条、第２３条、第２５条、

第３０条、第３３条から第４０条まで、第

５１条、第１０３条、第１０９条及び第１

１０条の規定は、指定短期入所生活介護の

事業について準用する。この場合におい

て、第３３条中「訪問介護員等」とあるの

は「短期入所生活介護従業者」と、第１０

３条第３項中「通所介護従業者」とあるの

は「短期入所生活介護従業者」と読み替え

るものとする。 

  

    第６節 共生型居宅サービスに関す

る基準 

 

 （共生型短期入所生活介護の基準）  

第１８０条の２ 短期入所生活介護に係る共

生型居宅サービス（以下次条において「共

生型短期入所生活介護」という。）の事業

を行う指定短期入所事業者（指定障害福祉

サービス等基準条例第１０１条に規定する

指定短期入所事業者をいい、指定障害者支

 



援施設（障害者総合支援法第２９条第１項

に規定する指定障害者支援施設をいう。以

下この条において同じ。）が指定短期入所

（指定障害福祉サービス等基準条例第９７

条に規定する指定短期入所をいう。以下こ

の条において同じ。）の事業を行う事業所

として当該施設と一体的に運営を行う事業

所又は指定障害者支援施設がその施設の全

部又は一部が利用者に利用されていない居

室を利用して指定短期入所の事業を行う場

合において、当該事業を行う事業所にお

いて指定短期入所を提供する事業者に限

る。）は、当該事業に関して市規則で定め

る基準を満たさなければならない。 

  

 （準用）  

第１８０条の３ 第１３条から第１７条ま

で、第１９条、第２０条、第２３条、第２

５条、第３０条、第３３条から第３５条ま

で、第３６条から第４０条まで、第５１

条、第１０３条、第１０９条、第１１０

条、第１４６条及び第１４８条並びに第４

節（第１６７条を除く。）の規定は、共生

型短期入所生活介護の事業について準用す

る。この場合において、第３３条中「運営

規程」とあるのは「運営規程（第１８０条

の３において準用する第１５１条に規定す

る運営規程をいう。第１８０条の３におい

て準用する第１５３条第１項において同

じ。）」と、「訪問介護員等」とあるのは

「共生型短期入所生活介護の提供に当たる

従業者（以下「共生型短期入所生活介護従

業者」という。）」と、第１０３条第３項

中「通所介護従業者」とあるのは「共生型

短期入所生活介護従業者」と、第１４８条

第１項中「（以下この条及び第１５６条に

おいて「管理者」という。）」とあるのは

「（以下この条及び第１８０条の３におい

て準用する第１５６条において「管理者」

という。）」と、第１５３条第１項、第１

５５条第３項、第１５６条第１項及び第１

６３条中「短期入所生活介護従業者」とあ

るのは「共生型短期入所生活介護従業者」

と、第１６６条第２項第２号中「次条にお

いて準用する第２３条第２項」とあるのは

「第２３条第２項」と、同項第４号中「次

条において準用する第３０条」とあるのは

「第３０条」と、同項第５号中「次条にお

いて準用する第３７条第２項」とあるのは

「第３７条第２項」と、同項第６号中「次

 



条において準用する第３９条第１項」とあ

るのは「第３９条第１項」と読み替えるも

のとする。 

  

    第７節 基準該当居宅サービスに関

する基準 

    第６節 基準該当短期入所生活介護

に関する基準 

  

 （準用）  （準用） 

第１８７条 第１３条から第１７条まで、第

２０条、第２３条、第２５条、第３０条、

第３３条から第３５条まで、第３６条、第

３７条（第４項を除く。）、第３８条から

第４０条まで、第５１条、第１０３条、第

１０９条、第１１０条及び第１４６条並び

に第４節（第１５４条第１項及び第１６７

条を除く。）の規定は、基準該当短期入所

生活介護の事業について準用する。この場

合において、第２３条第１項中「内容、当

該指定訪問介護について法第４１条第６項

の規定により利用者に代わって支払を受け

る居宅介護サービス費の額」とあるのは

「内容」と、第２５条中「法定代理受領サ

ービスに該当しない指定訪問介護」とある

のは「基準該当短期入所生活介護」と、第

３３条中「訪問介護員等」とあるのは「短

期入所生活介護従業者」と、第１０３条第

３項中「通所介護従業者」とあるのは「短

期入所生活介護従業者」と、第１５４条第

２項中「法定代理受領サービスに該当しな

い指定短期入所生活介護」とあるのは「基

準該当短期入所生活介護」と、同条第３項

中「前２項」とあるのは「前項」と、第１

６０条中「医師及び看護職員」とあるのは

「看護職員」と、第１６４条第２項中「静

養室」とあるのは「静養室等」と、第１６

６条第２項第２号中「次条において準用す

る第２３条第２項」とあるのは「第２３条

第２項」と、同項第４号中「次条において

準用する第３０条」とあるのは「第３０

条」と、同項第５号中「次条において準用

する第３７条第２項」とあるのは「第３７

条第２項」と、同項第６号中「次条におい

て準用する第３９条第１項」とあるのは

「第３９条第１項」と読み替えるものとす

る。 

第１８７条 第１３条から第１７条まで、第

２０条、第２３条、第２５条、第３０条、

第３３条から第３６条まで、第３７条（第

４項を除く。）、第３８条から第４０条ま

で、第５１条、第１０３条、第１０９条、

第１１０条及び第１４６条並びに第４節

（第１５４条第１項及び第１６７条を除

く。）の規定は、基準該当短期入所生活介

護の事業について準用する。この場合にお

いて、第２３条第１項中「内容、当該指定

訪問介護について法第４１条第６項の規定

により利用者に代わって支払を受ける居宅

介護サービス費の額」とあるのは「内容」

と、第２５条中「法定代理受領サービスに

該当しない指定訪問介護」とあるのは「基

準該当短期入所生活介護」と、第３３条中

「訪問介護員等」とあるのは「短期入所生

活介護従業者」と、第１０３条第３項中

「通所介護従業者」とあるのは「短期入所

生活介護従業者」と、第１５４条第２項中

「法定代理受領サービスに該当しない指定

短期入所生活介護」とあるのは「基準該当

短期入所生活介護」と、同条第３項中「前

２項」とあるのは「前項」と、第１６０条

中「医師及び看護職員」とあるのは「看護

職員」と、第１６４条第２項中「静養室」

とあるのは「静養室等」と読み替えるもの

とする。 

  

 （従業者の配置の基準）  （従業者の配置の基準） 

第１８９条 指定短期入所療養介護の事業を

行う者（以下「指定短期入所療養介護事業

者」という。）は、当該事業を行う事業所

第１８９条 指定短期入所療養介護の事業を

行う者（以下「指定短期入所療養介護事業

者」という。）は、当該事業を行う事業所



（以下「指定短期入所療養介護事業所」と

いう。）ごとに、次の各号に掲げる指定短

期入所療養介護事業所の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める指定短期入所療養介

護の提供に当たる従業者（以下「短期入所

療養介護従業者」という。）を市規則で定

める基準により置かなければならない。 

（以下「指定短期入所療養介護事業所」と

いう。）ごとに、次の各号に掲げる指定短

期入所療養介護事業所の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める指定短期入所療養介

護の提供に当たる従業者（以下「短期入所

療養介護従業者」という。）を市規則で定

める基準により置かなければならない。 

 ⑴～⑷ （略）  ⑴～⑷ （略） 

 ⑸ 介護医療院である指定短期入所療養介

護事業所 当該指定短期入所療養介護事

業所に置くべき医師、薬剤師、看護職

員、介護職員、理学療法士又は作業療法

士及び栄養士 

 

２ （略） ２ （略） 

  

 （設備）  （設備） 

第１９０条 指定短期入所療養介護事業者

は、次の各号に掲げる指定短期入所療養介

護事業所の区分に応じ、それぞれ当該各号

に定める設備を設けなければならない。 

第１９０条 指定短期入所療養介護事業者

は、次の各号に掲げる指定短期入所療養介

護事業所の区分に応じ、それぞれ当該各号

に定める設備を設けなければならない。 

 ⑴～⑶ （略）  ⑴～⑶ （略） 

 ⑷ 診療所（療養病床を有するものを除

く。）である指定短期入所療養介護事業

所 指定短期入所療養介護を提供する市

規則で定める床面積を有する病室並びに

浴室及び機能訓練を行うための場所 

 ⑷ 診療所（療養病床を有するものを除

く。）である指定短期入所療養介護事業

所 指定短期入所療養介護を提供する市

規則で定める床面積を有する病室並びに

食堂、浴室及び機能訓練を行うための場

所 

 ⑸ 介護医療院である指定短期入所療養介

護事業所 法に規定する介護医療院とし

て必要とされる施設及び設備（ユニット

型介護医療院（八王子市介護医療院の人

員、施設及び設備並びに運営の基準に関

する条例（平成３０年八王子市条例第  

   号）第４２条に規定するユニット型介

護医療院をいう。第２０６条第１項第５

号において同じ。）に関するものを除

く。） 

 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

 （対象者）  （対象者） 

第１９２条 指定短期入所療養介護事業者

は、利用者の心身の状況若しくは病状若し

くはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の

理由により、又は利用者の家族の身体的及

び精神的な負担の軽減等を図るために、一

時的に入所して看護、医学的管理の下にお

ける介護及び機能訓練その他必要な医療等

を受ける必要がある者を対象に、介護老人

保健施設若しくは介護医療院の療養室、病

院の療養病床に係る病室、診療所の指定短

第１９２条 指定短期入所療養介護事業者

は、利用者の心身の状況若しくは病状若し

くはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の

理由により、又は利用者の家族の身体的及

び精神的な負担の軽減等を図るために、一

時的に入所して看護、医学的管理の下にお

ける介護及び機能訓練その他必要な医療等

を受ける必要がある者を対象に、介護老人

保健施設の療養室、病院の療養病床に係る

病室、診療所の指定短期入所療養介護を提



期入所療養介護を提供する病室又は病院の

老人性認知症疾患療養病棟（健康保険法等

一部改正法附則第１３０条の２第１項の規

定によりなおその効力を有するものとされ

た介護保険法施行令（平成１０年政令第４

１２号。第２４９条において「政令」とい

う。）第４条第２項に規定する病床により

構成される病棟をいう。以下同じ。）にお

いて指定短期入所療養介護を提供するもの

とする。 

供する病室又は病院の老人性認知症疾患療

養病棟（健康保険法等一部改正法附則第１

３０条の２第１項の規定によりなおその効

力を有するものとされた介護保険法施行令

（平成１０年政令第４１２号。第２４９条

において「政令」という。）第４条第２項

に規定する病床により構成される病棟をい

う。以下同じ。）において指定短期入所療

養介護を提供するものとする。 

  

 （設備）  （設備） 

第２０６条 ユニット型指定短期入所療養介

護の事業を行う者（以下「ユニット型指定

短期入所療養介護事業者」という。）は、

次の各号に掲げる当該事業を行う事業所

（以下「ユニット型指定短期入所療養介護

事業所」という。）の区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定める設備を設けなければな

らない。 

第２０６条 ユニット型指定短期入所療養介

護の事業を行う者（以下「ユニット型指定

短期入所療養介護事業者」という。）は、

次の各号に掲げる当該事業を行う事業所

（以下「ユニット型指定短期入所療養介護

事業所」という。）の区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定める設備を設けなければな

らない。 

 ⑴～⑷ （略）  ⑴～⑷ （略） 

 ⑸ 介護医療院であるユニット型指定短期

入所療養介護事業所 法に規定する介護

医療院として必要とされる施設及び設備

（ユニット型介護医療院に関するものに

限る。） 

 

２ （略） ２ （略） 

  

 （指定特定施設入居者生活介護の取扱方

針） 

 （指定特定施設入居者生活介護の取扱方

針） 

第２２７条 （略） 第２２７条 （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 指定特定施設入居者生活介護事業者は、

身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲

げる措置を講じなければならない。 

 

 ⑴ 身体的拘束等の適正化のための対策を

検討する委員会を３月に１回以上開催す

るとともに、その結果について、介護職

員その他の従業者に周知徹底を図るこ

と。 

 

 ⑵ 身体的拘束等の適正化のための指針を

整備すること。 

 

 ⑶ 介護職員その他の従業者に対し、身体

的拘束等の適正化のための研修を定期的

に実施すること。 

 

７ （略） ６ （略） 

  

 （準用）  （準用） 

第２３６条 第１５条、第１６条、第２５ 

 条、第３０条、第３３条から第３５条ま

第２３６条 第１５条、第１６条、第２５ 

 条、第３０条、第３３条から第３７条ま



で、第３６条、第３７条、第３９条、第４

０条、第５１条、第５６条、第１０９条、

第１１０条及び第１５９条の規定は、指定

特定施設入居者生活介護の事業について準

用する。この場合において、第３３条中

「訪問介護員等」とあるのは「特定施設従

業者」と、第５６条中「訪問入浴介護従業

者」とあるのは「特定施設従業者」と読み

替えるものとする。 

で、第３９条、第４０条、第５１条、第５

６条、第１０９条、第１１０条及び第１５

９条の規定は、指定特定施設入居者生活介

護の事業について準用する。この場合にお

いて、第３３条中「訪問介護員等」とある

のは「特定施設従業者」と、第５６条中

「訪問入浴介護従業者」とあるのは「特定

施設従業者」と読み替えるものとする。 

  

 （準用）  （準用） 

第２４７条 第１５条、第１６条、第２５ 

条、第３０条、第３３条から第３５条ま

で、第３６条から第４０条まで、第５１

条、第５６条、第１０９条、第１１０条、

第２２０条、第２２２条、第２２４条、第

２２６条、第２２７条及び第２３０条から

第２３４条までの規定は、外部サービス利

用型指定特定施設入居者生活介護の事業に

ついて準用する。この場合において、第３

３条中「訪問介護員等」とあるのは「外部

サービス利用型特定施設従業者」と、第３

４条第１項中「指定訪問介護事業所」とあ

るのは「指定特定施設及び受託居宅サービ

ス事業所」と、第５６条中「訪問入浴介護

従業者」とあるのは「指定特定施設従業

者」と、第２２０条第３項及び第６項中

「他の特定施設従業者」とあるのは「他の

外部サービス利用型特定施設従業者及び受

託居宅サービス事業者」と、第２２４条中

「サービス」とあるのは「基本サービス」

と、第２３１条中「適切な指定特定施設入

居者生活介護」とあるのは「適切な基本サ

ービス」と、「指定特定施設入居者生活介

護を」とあるのは「基本サービスを」と、

「指定特定施設入居者生活介護に」とある

のは「基本サービスに」と読み替えるもの

とする。 

第２４７条 第１５条、第１６条、第２５ 

 条、第３０条、第３３条から第４０条ま

で、第５１条、第５６条、第１０９条、第

１１０条、第２２０条、第２２２条、第２

２４条、第２２６条、第２２７条及び第２

３０条から第２３４条までの規定は、外部

サービス利用型指定特定施設入居者生活介

護の事業について準用する。この場合にお

いて、第３３条中「訪問介護員等」とある

のは「外部サービス利用型特定施設従業

者」と、第３４条第１項中「指定訪問介護

事業所」とあるのは「指定特定施設及び受

託居宅サービス事業所」と、第５６条中

「訪問入浴介護従業者」とあるのは「指定

特定施設従業者」と、第２２０条第３項及

び第６項中「他の特定施設従業者」とある

のは「他の外部サービス利用型特定施設従

業者及び受託居宅サービス事業者」と、第

２２４条中「サービス」とあるのは「基本

サービス」と、第２３１条中「適切な指定

特定施設入居者生活介護」とあるのは「適

切な基本サービス」と、「指定特定施設入

居者生活介護を」とあるのは「基本サービ

スを」と、「指定特定施設入居者生活介護

に」とあるのは「基本サービスに」と読み

替えるものとする。 

  

 （指定福祉用具貸与の具体的取扱方針）  （指定福祉用具貸与の具体的取扱方針） 

第２５５条 指定福祉用具貸与の具体的な取

扱いは、第２４８条に規定する基本方針及

び前条に規定する基本取扱方針に基づき、

次に掲げるところによらなければならな

い。 

第２５５条 指定福祉用具貸与の具体的な取

扱いは、第２４８条に規定する基本方針及

び前条に規定する基本取扱方針に基づき、

次に掲げるところによらなければならな

い。 

 ⑴ 次条第１項に規定する福祉用具貸与計

画に基づき、福祉用具が適切に選定さ

れ、かつ、使用されるよう、専門的知識

に基づき相談に応じるとともに、利用者

に目録等の文書を示して福祉用具の機

 ⑴ 次条第１項に規定する福祉用具貸与計

画に基づき、福祉用具が適切に選定さ

れ、かつ、使用されるよう、専門的知識

に基づき相談に応じるとともに、利用者

に目録等の文書を示して福祉用具の機



能、使用方法、利用料、全国平均貸与価

格等に関する情報を提供し、当該利用者

から個別の福祉用具の貸与に係る同意を

得ること。 

能、使用方法、利用料等に関する情報を

提供し、当該利用者から個別の福祉用具

の貸与に係る同意を得ること。 

 ⑵～⑸ （略）  ⑵～⑸ （略） 

 ⑹ 指定福祉用具貸与の提供に当たって

は、同一種目における機能又は価格帯の

異なる複数の福祉用具に関する情報を利

用者に提供すること。 

 

  

 （福祉用具貸与計画の作成）  （福祉用具貸与計画の作成） 

第２５６条 （略） 第２５６条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計

画を作成した際には、当該福祉用具貸与計

画を利用者及び当該利用者に係る介護支援

専門員に交付しなければならない。 

４ 福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計

画を作成した際には、当該福祉用具貸与計

画を利用者に交付しなければならない。 

５ （略） ５ （略） 

  

 （準用）  （準用） 

第２６２条 第１２条から第２３条まで、第

２５条、第３０条、第３４条、第３５条、

第３６条から第４０条まで、第５１条並び

に第１０３条第１項及び第２項の規定は、

指定福祉用具貸与の事業について準用す

る。この場合において、第１２条第１項中

「訪問介護員等」とあるのは「福祉用具専

門相談員」と、第１４条中「実施地域等」

とあるのは「実施地域、取り扱う福祉用具

の種目等」と、第１８条第２項中「適切な

指導」とあるのは「適切な相談又は助言」

と、第２２条中「訪問介護員等」とあるの

は「従業者」と、「初回訪問時及び利用

者」とあるのは「利用者」と、第２３条第

１項中「提供日及び内容」とあるのは「提

供の開始日及び終了日並びに種目及び品

名」と、第２５条中「内容」とあるのは

「種目、品名」と、第１０３条第２項中

「処遇」とあるのは「サービスの利用」と

読み替えるものとする。 

第２６２条 第１２条から第２３条まで、第

２５条、第３０条、第３４条から第４０条

まで、第５１条並びに第１０３条第１項及

び第２項の規定は、指定福祉用具貸与の事

業について準用する。この場合において、

第１２条第１項中「訪問介護員等」とある

のは「福祉用具専門相談員」と、第１４条

中「実施地域等」とあるのは「実施地域、

取り扱う福祉用具の種目等」と、第１８条

第２項中「適切な指導」とあるのは「適切

な相談又は助言」と、第２２条中「訪問介

護員等」とあるのは「従業者」と、「初回

訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」

と、第２３条第１項中「提供日及び内容」

とあるのは「提供の開始日及び終了日並び

に種目及び品名」と、第２５条中「内容」

とあるのは「種目、品名」と、第１０３条

第２項中「処遇」とあるのは「サービスの

利用」と読み替えるものとする。 

  

    第５節 基準該当居宅サービスに関

する基準 

    第５節 基準該当福祉用具貸与に関

する基準 

  

 （準用）  （準用） 

第２６４条 第１２条から第１８条まで、第

２０条から第２３条まで、第２５条、第３

０条、第３４条、第３５条、第３６条、第

３７条（第４項を除く。）、第３８条から

第４０条まで、第５１条、第１０３条第１

第２６４条 第１２条から第１８条まで、第

２０条から第２３条まで、第２５条、第３

０条、第３４条から第３６条まで、第３７

条（第４項を除く。）、第３８条から第４

０条まで、第５１条、第１０３条第１項及



項及び第２項、第２４８条、第２５０条、

第２５１条並びに第４節（第２５３条第１

項及び第２６２条を除く。）の規定は、基

準該当福祉用具貸与の事業に準用する。こ

の場合において、第１２条第１項中「訪問

介護員等」とあるのは「福祉用具専門相談

員」と、第１４条中「実施地域等」とある

のは「実施地域、取り扱う福祉用具の種目

等」と、第１８条第２項中「適切な指導」

とあるのは「適切な相談又は助言」と、第

２２条中「訪問介護員等」とあるのは「従

業者」と、第２３条第１項中「提供日及び

内容、当該指定訪問介護について法第４１

条第６項の規定により利用者に代わって支

払を受ける居宅介護サービス費の額」とあ

るのは「提供の開始日及び終了日、種目、

品名」と、第２５条中「法定代理受領サー

ビスに該当しない指定訪問介護」とあるの

は「基準該当福祉用具貸与」と、第１０３

条第２項中「処遇」とあるのは「サービス

の利用」と、第２５３条第２項中「法定代

理受領サービスに該当しない指定福祉用具

貸与」とあるのは「基準該当福祉用具貸

与」と、同条第３項中「前２項」とあるの

は「前項」と読み替えるものとする。 

び第２項、第２４８条、第２５０条、第２

５１条並びに第４節（第２５３条第１項及

び第２６２条を除く。）の規定は、基準該

当福祉用具貸与の事業に準用する。この場

合において、第１２条第１項中「訪問介護

員等」とあるのは「福祉用具専門相談員」

と、第１４条中「実施地域等」とあるのは

「実施地域、取り扱う福祉用具の種目等」

と、第１８条第２項中「適切な指導」とあ

るのは「適切な相談又は助言」と、第２２

条中「訪問介護員等」とあるのは「従業

者」と、第２３条第１項中「提供日及び内

容、当該指定訪問介護について法第４１条

第６項の規定により利用者に代わって支払

を受ける居宅介護サービス費の額」とある

のは「提供の開始日及び終了日、種目、品

名」と、第２５条中「法定代理受領サービ

スに該当しない指定訪問介護」とあるのは

「基準該当福祉用具貸与」と、第１０３条

第２項中「処遇」とあるのは「サービスの

利用」と、第２５３条第２項中「法定代理

受領サービスに該当しない指定福祉用具貸

与」とあるのは「基準該当福祉用具貸与」

と、同条第３項中「前２項」とあるのは

「前項」と読み替えるものとする。 

  

 （準用）  （準用） 

第２７５条 第１２条から第１８条まで、第

２０条から第２２条まで、第３０条、第３

２条、第３４条、第３５条、第３６条から

第４０条まで、第５１条、第１０３条第１

項及び第２項、第２５２条、第２５４条、

第２５７条、第２５８条並びに第２６０条

の規定は、指定特定福祉用具販売の事業に

ついて準用する。この場合において、第１

２条第１項中「訪問介護員等」とあるのは

「福祉用具専門相談員」と、第１４条中

「実施地域等」とあるのは「実施地域、取

り扱う特定福祉用具の種目等」と、第１８

条第２項中「適切な指導」とあるのは「適

切な相談又は助言」と、第２２条中「訪問

介護員等」とあるのは「従業者」と、「初

回訪問時及び利用者」とあるのは「利用

者」と、第３２条第１項中「訪問介護員

等」とあるのは「従業者」と、第１０３条

第２項中「処遇」とあるのは「サービスの

利用」と、第２５２条第４号中「利用料」

とあるのは「販売費用の額」と、第２５４

条第２項中「福祉用具を貸与」とあるのは

「特定福祉用具を販売」と、第２５７条第

第２７５条 第１２条から第１８条まで、第

２０条から第２２条まで、第３０条、第３

２条、第３４条から第４０条まで、第５１

条、第１０３条第１項及び第２項、第２５

２条、第２５４条、第２５７条、第２５８

条並びに第２６０条の規定は、指定特定福

祉用具販売の事業について準用する。この

場合において、第１２条第１項中「訪問介

護員等」とあるのは「福祉用具専門相談

員」と、第１４条中「実施地域等」とある

のは「実施地域、取り扱う特定福祉用具の

種目等」と、第１８条第２項中「適切な指

導」とあるのは「適切な相談又は助言」

と、第２２条中「訪問介護員等」とあるの

は「従業者」と、「初回訪問時及び利用

者」とあるのは「利用者」と、第３２条第

１項中「訪問介護員等」とあるのは「従業

者」と、第１０３条第２項中「処遇」とあ

るのは「サービスの利用」と、第２５２条

第４号中「利用料」とあるのは「販売費用

の額」と、第２５４条第２項中「福祉用具

を貸与」とあるのは「特定福祉用具を販

売」と、第２５７条第１項中「福祉用具



１項中「福祉用具に」とあるのは「特定福

祉用具に」と、同条第２項中「指定福祉用

具貸与」とあるのは「指定特定福祉用具販

売」と、第２５８条中「福祉用具を」とあ

るのは「特定福祉用具を」と、第２６０条

第２項中「福祉用具の」とあるのは「特定

福祉用具の」と読み替えるものとする。 

に」とあるのは「特定福祉用具に」と、同

条第２項中「指定福祉用具貸与」とあるの

は「指定特定福祉用具販売」と、第２５８

条中「福祉用具を」とあるのは「特定福祉

用具を」と、第２６０条第２項中「福祉用

具の」とあるのは「特定福祉用具の」と読

み替えるものとする。 

  

   附 則    附 則 

 （経過措置）  （経過措置） 

２～９ （略） ２～９ （略） 

１０ 平成１１年４月１日前から存する有料

老人ホームであって、次のいずれにも該当

するものとして別に厚生労働大臣が定める

ものにあっては、第２１９条第３項又は第

２４１条第３項の規定にかかわらず、浴室

及び食堂を設けないことができる。 

１０ 平成１１年４月１日前から存する有料

老人ホームであって、次のいずれにも該当

するものとして別に厚生労働大臣が定める

ものにあっては、第２１９条第３項又は第

２４１条第３項の規定にかかわらず、浴室

及び食堂を設けないことができる。 

 ⑴ 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム

又は軽費老人ホーム（老人福祉法第２０

条の６に規定する軽費老人ホームをい

う。第１４項において同じ。）（以下こ

の号において「養護老人ホーム等」とい

う。）を併設しており、入所者が当該養

護老人ホーム等の浴室及び食堂を利用す

ることができるものであること。 

 ⑴ 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム

又は軽費老人ホーム（以下「養護老人ホ

ーム等」という。）を併設しており、入

所者が当該養護老人ホーム等の浴室及び

食堂を利用することができるものである

こと。 

 ⑵～⑷ （略）  ⑵～⑷ （略） 

１１～１３ （略） １１～１３ （略） 

  （一部ユニット型指定短期入所生活介護の

事業に係る経過措置） 

１４ 第２１７条の規定にかかわらず、療養

病床等を有する病院又は病床を有する診療

所の開設者が、当該病院の療養病床等又は

当該診療所の病床を平成３６年３月３１日

までの間に転換（当該病院の療養病床等又

は当該診療所の病床の病床数を減少させる

とともに、当該病院等の施設を介護医療

院、軽費老人ホームその他の要介護者、要

支援者その他の者を入所又は入居させるた

めの施設の用に供することをいう。次項及

び附則第１６項において同じ。）を行って

指定特定施設入居者生活介護（外部サービ

ス利用型指定特定施設入居者生活介護を除

く。）の事業を行う医療機関併設型指定特

定施設（介護老人保健施設、介護医療院又

は病院若しくは診療所に併設される指定特

定施設をいう。以下同じ。）の生活相談

員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の

員数の基準は、次のとおりとする。 

 ⑴ 機能訓練指導員 併設される介護老人

保健施設、介護医療院又は病院若しくは

１４ 平成１５年４月１日前から存する指定

短期入所生活介護事業所（同日において建

築中のものであって、同日後に指定短期入

所生活介護事業所となったものを含む。以

下「平成１５年前指定短期入所生活介護事

業所」という。）であって、一部ユニット

型指定短期入所生活介護の事業（指定居宅

サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準等の一部を改正する省令（平成

２３年厚生労働省令第１０６号）による改

正前の指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準（以下「指定居

宅サービス等旧基準省令」という。）第１

４０条の１４に規定する事業をいう。以下

同じ。）を行う者（以下「一部ユニット型

指定短期入所生活介護事業者」という。）

が当該事業を行う事業所であるもの（平成

２３年９月１日において、改修、改築又は

増築中の平成１５年前指定短期入所生活介

護事業所（ユニット型指定短期入所生活介

護事業所を除く。）であって、同日後に指



診療所の理学療法士、作業療法士又は言

語聴覚士により当該医療機関併設型指定

特定施設の利用者の処遇が適切に行われ

ると認められるときは、置かないことが

できること。 

 ⑵ 生活相談員又は計画作成担当者 当該

医療機関併設型指定特定施設の実情に応

じた適当数 

定居宅サービス等旧基準省令第１４０条の

１６第１項に規定する一部ユニット型指定

短期入所生活介護事業所に該当することと

なるものを含む。以下「一部ユニット型指

定短期入所生活介護事業所」という。）に

ついては、同日以降最初の指定の更新（こ

の条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）の前日までの間に更新を受けた指定

に係るものを除く。）までの間は、次項か

ら附則第２６項までの規定によることがで

きる。 

１５ 第２３９条の規定にかかわらず、療養

病床等を有する病院又は病床を有する診療

所の開設者が、当該病院の療養病床等又は

当該診療所の病床を平成３６年３月３１日

までの間に転換を行って外部サービス利用

型指定特定施設入居者生活介護の事業を行

う医療機関併設型指定特定施設の生活相談

員及び計画作成担当者の員数の基準は、当

該医療機関併設型指定特定施設の実情に応

じた適当数とする。 

１５ 一部ユニット型指定短期入所生活介護

の事業の基本方針は、各ユニット（第１６

８条に規定するユニットをいう。）で利用

者の日常生活が営まれ、これに対する支援

が行われる部分（次項から附則第２５項ま

でにおいて「ユニット部分」という。）に

あっては第１６９条に、それ以外の部分に

あっては第１４６条に定めるところによ

る。 

１６ 第２１９条及び第２４１条の規定にか

かわらず、療養病床等を有する病院又は病

床を有する診療所の開設者が、当該病院の

療養病床等又は当該診療所の病床を平成３

６年３月３１日までの間に転換を行って指

定特定施設入居者生活介護の事業を行う場

合の医療機関併設型指定特定施設において

は、併設される介護老人保健施設、介護医

療院又は病院若しくは診療所の施設を利用

することにより、当該医療機関併設型指定

特定施設の利用者の処遇が適切に行われる

と認められるときは、当該医療機関併設型

指定特定施設に浴室、便所及び食堂を置か

ないことができる。 

１６ 一部ユニット型指定短期入所生活介護

事業所の設備に関する基準は、ユニット部

分にあっては第１７０条に、それ以外の部

分にあっては第１５０条に定めるところに

よる。ただし、浴室、医務室、調理室、洗

濯室又は洗濯場、汚物処理室及び介護材料

室については、利用者へのサービスの提供

に支障がないときは、それぞれ一の設備を

もって、ユニット部分及びそれ以外の部分

に共通の設備とすることができる。 

 １７ 一部ユニット型指定短期入所生活介護

事業者が一部ユニット型指定介護予防短期

入所生活介護事業者（指定介護予防サービ

ス等基準条例附則第１１項に規定する一部

ユニット型指定介護予防短期入所生活介護

事業者をいう。）の指定を併せて受け、か

つ、一部ユニット型指定短期入所生活介護

の事業と一部ユニット型指定介護予防短期

入所生活介護の事業（同項に規定する一部

ユニット型指定介護予防短期入所生活介護

の事業をいう。）とが同一の事業所におい

て一体的に運営される場合は、指定介護予

防サービス等基準条例附則第１３項に規定

する設備に関する基準を満たすことをもっ

て、前項に規定する基準を満たすものとみ



なす。 

 １８ 一部ユニット型指定短期入所生活介護

事業者は、次に掲げる事業の運営について

の重要事項に関する規程を定めなければな

らない。 

  ⑴ 事業の目的及び運営の方針 

  ⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

  ⑶ ユニット部分の利用定員（第１７０条

第４項第２号に規定する利用定員をい

う。次号において同じ。）及びそれ以外

の部分の利用定員（第１４９条第１項に

規定する利用定員をいう。第１４７条第

１項の規定に基づき市規則で定める基準

の適用を受ける一部ユニット型特別養護

老人ホーム（八王子市特別養護老人ホー

ムの設備及び運営の基準に関する条例

（平成２６年八王子市条例第４４号）附

則第８項に規定する一部ユニット型特別

養護老人ホームをいう。以下同じ。）で

ある場合を除く。） 

  ⑷ ユニット部分のユニットの数及び各ユ

ニットの利用定員（第１４７条第１項の

規定に基づき市規則で定める基準の適用

を受ける一部ユニット型特別養護老人ホ

ームである場合を除く。） 

  ⑸ ユニット部分の利用者に対する指定短

期入所生活介護の内容及び利用料その他

の費用の額 

  ⑹ ユニット部分以外の部分の利用者に対

する指定短期入所生活介護の内容及び利

用料その他の費用の額 

  ⑺ 通常の送迎の実施地域（当該一部ユニ

ット型指定短期入所生活介護事業所が通

常時に指定短期入所生活介護の利用者の

送迎を行う地域をいう。） 

  ⑻ 指定短期入所生活介護の利用に当たっ

ての留意事項 

  ⑼ 緊急時等における対応方法 

  ⑽ 非常災害対策 

  ⑾ 緊急やむを得ない場合に身体的拘束等

を行う際の手続 

  ⑿ その他運営に関する重要事項 

 １９ 一部ユニット型指定短期入所生活介護

事業者の勤務体制の確保等は、ユニット部

分にあっては第１７３条に、それ以外の部

分にあっては第１６７条において準用する

第１０３条に定めるところによる。 

 ２０ 一部ユニット型指定短期入所生活介護

事業者の利用料等の受領は、ユニット部分

にあっては第１７４条に、それ以外の部分



にあっては第１５４条に定めるところによ

る。 

 ２１ 一部ユニット型指定短期入所生活介護

事業者の指定短期入所生活介護の取扱方針

は、ユニット部分にあっては第１７５条

に、それ以外の部分にあっては第１５５条

に定めるところによる。 

 ２２ 一部ユニット型指定短期入所生活介護

事業者の提供する介護は、ユニット部分に

あっては第１７６条に、それ以外の部分に

あっては第１５７条に定めるところによ

る。 

 ２３ 一部ユニット型指定短期入所生活介護

事業者の提供する食事は、ユニット部分に

あっては第１７７条に、それ以外の部分に

あっては第１５８条に定めるところによ

る。 

 ２４ 一部ユニット型指定短期入所生活介護

事業者のその他のサービスの提供は、ユニ

ット部分にあっては第１７８条に、それ以

外の部分にあっては第１６２条に定めると

ころによる。 

 ２５ 一部ユニット型指定短期入所生活介護

事業者の定員の遵守は、ユニット部分にあ

っては第１７９条に、それ以外の部分にあ

っては第１６４条に定めるところによる。 

 ２６ 第１４９条、第１５２条、第１５３

条、第１５６条、第１５９条から第１６１

条まで、第１６３条及び第１６５条から

第１６７条（第１０３条に係る部分を除

く。）までの規定は、一部ユニット型指定

短期入所生活介護の事業について準用す

る。この場合において、第１６６条第２項

第２号中「次条」とあるのは「附則第２６

項において準用する第１６７条」と、同項

第３号中「第１５５条第５項」とあるのは

「第１５５条第５項及び第１７５条第７

項」と、同項第４号から第６号までの規定

中「次条」とあるのは「附則第２６項にお

いて準用する第１６７条」と読み替えるも

のとする。 

   （一部ユニット型指定短期入所療養介護の

事業に係る経過措置） 

 ２７ 平成１７年１０月１日前から存する指

定短期入所療養介護事業所（同日において

建築中のものであって、同日後に指定短期

入所療養介護事業所となったものを含む。

以下「平成１７年前指定短期入所療養介護

事業所」という。）であって、一部ユニッ

ト型指定短期入所療養介護の事業（指定居



宅サービス等旧基準省令第１５５条の１３

に規定する事業をいう。以下同じ。）を行

う者（以下「一部ユニット型指定短期入所

療養介護事業者」という。）が当該事業を

行う事業所であるもの（平成２３年９月１

日において、改修、改築又は増築中の平成

１７年前指定短期入所療養介護事業所（ユ

ニット型指定短期入所療養介護事業所を除

く。）であって、同日後に指定居宅サービ

ス等旧基準省令第１５５条の１５第１項に

規定する一部ユニット型指定短期入所療養

介護事業所に該当することとなるものを含

む。以下「一部ユニット型指定短期入所療

養介護事業所」という。）については、同

日以降最初の指定の更新（施行日の前日ま

での間に更新を受けた指定に係るものを除

く。）までの間は、次項から附則第３９項

までの規定によることができる。 

 ２８ 一部ユニット型指定短期入所療養介護

の事業の基本方針は、各ユニット（第２０

４条に規定するユニットをいう。）で利用

者の日常生活が営まれ、これに対する支援

が行われる部分（次項から附則第３８項ま

でにおいて「ユニット部分」という。）に

あっては第２０５条に、それ以外の部分に

あっては第１８８条に定めるところによ

る。 

 ２９ 一部ユニット型指定短期入所療養介護

事業所の設備に関する基準は、ユニット部

分にあっては第２０６条に、それ以外の部

分にあっては第１９０条に定めるところに

よる。ただし、診察室、機能訓練室、生活

機能回復訓練室、浴室、サービス・ステー

ション、調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚

物処理室については、利用者へのサービス

の提供に支障がないときは、それぞれ一の

設備をもって、ユニット部分及びそれ以外

の部分に共通の設備とすることができる。 

 ３０ 一部ユニット型指定短期入所療養介護

事業者が一部ユニット型指定介護予防短期

入所療養介護事業者（指定介護予防サービ

ス等基準条例附則第２４項に規定する一部

ユニット型指定介護予防短期入所療養介護

事業者をいう。）の指定を併せて受け、か

つ、一部ユニット型指定短期入所療養介護

の事業と一部ユニット型指定介護予防短期

入所療養介護の事業（同項に規定する一部

ユニット型指定介護予防短期入所療養介護

の事業をいう。）とが同一の事業所におい

て一体的に運営される場合は、指定介護予



防サービス等基準条例附則第２６項に規定

する設備に関する基準を満たすことをもっ

て、前項に規定する基準を満たすものとみ

なす。 

 ３１ 一部ユニット型指定短期入所療養介護

事業者は、次に掲げる事業の運営について

の重要事項に関する規程を定めなければな

らない。 

  ⑴ 事業の目的及び運営の方針 

  ⑵ 従業者の職種、員数及び職務の内容 

  ⑶ ユニット部分の利用者に対する指定短

期入所療養介護の内容及び利用料その他

の費用の額 

  ⑷ ユニット部分以外の部分の利用者に対

する指定短期入所療養介護の内容及び利

用料その他の費用の額 

  ⑸ 通常の送迎の実施地域（当該一部ユニ

ット型指定短期入所療養介護事業所が通

常時に指定短期入所療養介護の利用者の

送迎を行う地域をいう。） 

  ⑹ 施設の利用に当たっての留意事項 

  ⑺ 非常災害対策 

  ⑻ 緊急やむを得ない場合に身体的拘束等

を行う際の手続 

  ⑼ その他運営に関する重要事項 

 ３２ 一部ユニット型指定短期入所療養介護

事業者の勤務体制の確保等は、ユニット部

分にあっては第２０８条に、それ以外の部

分にあっては第２０３条において準用する

第１０３条に定めるところによる。 

 ３３ 一部ユニット型指定短期入所療養介護

事業者の利用料等の受領は、ユニット部分

にあっては第２０９条に、それ以外の部分

にあっては第１９３条に定めるところによ

る。 

 ３４ 一部ユニット型指定短期入所療養介護

事業者の指定短期入所療養介護の取扱方針

は、ユニット部分にあっては第２１０条

に、それ以外の部分にあっては第１９４条

に定めるところによる。 

 ３５ 一部ユニット型指定短期入所療養介護

事業者の提供する看護及び医学的管理の下

における介護は、ユニット部分にあっては

第２１１条に、それ以外の部分にあっては

第１９８条に定めるところによる。 

 ３６ 一部ユニット型指定短期入所療養介護

事業者の提供する食事は、ユニット部分に

あっては第２１２条に、それ以外の部分に

あっては第１９９条に定めるところによ

る。 



 ３７ 一部ユニット型指定短期入所療養介護

事業者のその他のサービスの提供は、ユニ

ット部分にあっては第２１３条に、それ以

外の部分にあっては第２００条に定めると

ころによる。 

 ３８ 一部ユニット型指定短期入所療養介護

事業者の定員の遵守は、ユニット部分にあ

っては第２１４条に、それ以外の部分にあ

っては第２０１条に定めるところによる。 

 ３９ 第１９２条、第１９５条から第１９７

条まで、第２０２条及び第２０３条（第１

０３条に係る部分を除く。）の規定は、一

部ユニット型指定短期入所療養介護の事業

について準用する。この場合において、第

２０２条第２項第２号中「次条」とあるの

は「附則第３９項において準用する第２０

３条」と、同項第３号中「第１９４条第５

項」とあるのは「第１９４条第５項及び第

２１０条第７項」と、同項第４号から第６

号までの規定中「次条」とあるのは「附則

第３９項において準用する第２０３条」と

読み替えるものとする。 

  

  
附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 


